
宇部市スポーツ合宿助成金交付要綱 

                                                         

（趣旨） 

第１条 この要綱は、スポーツ合宿等のため市外から本市を訪れるスポーツ団体を支援することに

より、市内への宿泊を促進し、交流人口の拡大及びスポーツによる地域の活性化等に資するため、

合宿に要する費用の一部を助成する宇部市スポーツ合宿助成金（以下「助成金」という。）の交付

について、必要な事項を定めるものとする。 

 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

（１）スポーツ合宿等    スポーツの強化練習や強化試合・交流試合等を目的として実施す

る宿泊を伴う活動をいう。ただし、大会等への参加に伴う宿泊及

びその前日泊に係る宿泊数（以下「大会宿泊」という。）は含まな

い。 

（２）スポーツ団体     学生又は企業が設立するスポーツ活動を行う団体、もしくは小学

生以上で構成する任意に設立されたスポーツ活動を行う団体。

（団体の所在地は国内外を問わない。） 

（３）宿泊施設       旅館業法（昭和２３年法律第１３８号）第２条で規定する市内の

ホテル営業、旅館営業又は簡易宿所営業に係る施設であり、宿泊

料（消費税及び地方消費税を除いた額）が１名１泊につき２千円

を超える施設をいう。ただし、キャンプ場、バンガロー、コテー

ジ、その他これらに類する施設を除く。 

（４）参加者        選手、指導者及び関係者等（部長、監督、コーチ及びマネージャ

ー等、スポーツ団体を構成する者をいい、保護者や付添人は含ま

ない。）をいう。 

（５）１回のスポーツ合宿等 同一のスポーツ合宿等について同一の団体が複数の宿泊施設に分

散して宿泊する場合は、合わせて１回の合宿とする。複数の団体

が合同又は同一の目的で合宿を行う場合は、団体ごとに１回の合

宿として算定する。 

 

（助成金の交付要件） 

第３条 助成金の交付対象となるスポーツ合宿等は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。 

（１）市内体育施設もしくはスポーツ施設（以下「市内施設」という。）又は山口市、山陽小野田

市、美祢市の体育施設もしくはスポーツ施設（以下「市外施設」という。）を利用して実施

するものであること。ただし、市外施設のみを利用する場合は、第５条第３項の規定を適

用する。 

（２）市内の宿泊施設に宿泊すること。 

（３）市外のスポーツ団体であること。 



（４）参加者は２名以上で、１回のスポーツ合宿等における延べ宿泊数（参加人数に宿泊日数を

乗じた数をいう。以下同じ。）が大会宿泊を除いて１０泊以上であること。ただし、複数の

団体が合同又は同一の目的で合宿を行う場合は、各団体の延べ宿泊数の合計が１０泊以上

であること。 

（５）営利を目的とするものではないこと。 

（６）政治的又は宗教的活動を目的とするものではないこと。 

（７）国、県及び他の地方公共団体等から当該スポーツ合宿等に対する助成を受けていないこと。 

（８）暴力団、暴力団員又はこれらと密接な関係を有する者でないこと。 

 （９）その他市長が特に必要と認める条件に該当すること。 

 

（助成対象者） 

第４条 助成金の交付の対象となる者は、前条に規定するスポーツ合宿等を行う団体とする。 

２ 複数の団体が合同又は同一の目的で合宿を行う場合は、各参加団体を個別の助成金の交付対象

とする。 

 

（助成金の額） 

第５条 助成金の額は、スポーツ合宿等における延べ宿泊数に２千円を乗じて得た額とし、１団体

あたりの限度額は、次の表に定める延べ宿泊数に応じて限度額を定める。 

参加者の延べ宿泊数 助成金の限度額 

50泊未満 5万円 

50泊以上 100泊未満 10万円 

100泊以上 200泊未満 20万円 

200泊以上 300泊未満 30万円 

300泊以上 400泊未満 40万円 

400泊以上 50万円 

２ 複数の団体が合同又は同一の目的で合宿を行う場合は、団体ごとの延べ宿泊数に基づいて、そ

れぞれの限度額を適用する。 

３ 第１項の規定にかかわらず、合宿期間全体において市外施設のみを利用する場合の助成金は、

延べ宿泊数から大会宿泊を除いた延べ宿泊数に１千円を乗じて得た額とし、１団体あたりの限度

額は、第１項の表に定める額の半額とする。 

４ 合宿期間中に市内施設と市外施設の両方を利用する場合は、第１項の規定を適用する。 

 

（助成金の交付申請） 

第６条 助成金の交付を受けようとする団体（以下「申請者」という。）は、次に掲げる書類を添え

て、スポーツ合宿等を開始する日の１４日前までに、市長に提出しなければならない。 

（１）宇部市スポーツ合宿助成金交付申請書（様式第１号） 

（２）その他市長が必要と認める書類 

 



（助成金の交付決定） 

第７条 市長は、前条の規定による申請があった場合において、その内容を審査し、助成金の交付

の可否及び金額を決定するものとする。 

２ 市長は、前項の規定により交付を決定したときは、助成金交付決定通知書（様式第２号）によ

り、不交付を決定したときは、助成金不交付決定通知書（様式第３号）により、それぞれ申請者

に通知するものとする。 

３ 市長は、第１項の規定により助成金の交付を決定する場合において、必要と認めるときは、条

件を付することができる。 

 

（合宿計画の変更等） 

第８条 前条第２項の規定により助成金の交付決定通知を受けた申請者（以下「助成対象者」と

いう。）は、当該合宿計画の内容（参加者数、宿泊日数、施設等）を変更又は中止しようとす

るときは、書面により市長に報告しなければならない。 

２ 助成対象者は、当該合宿計画が予定の期間内に完了しないとき、又は当該合宿計画の実施が

困難となったときは、遅滞なく、その理由及び当該合宿計画の実施の状況を記載した書類を市

長に提出して、その指示を受けなければならない。 

３ 市長は、前二項の書類の提出を受けた場合には、助成金の交付の決定を取り消し、又はその

決定内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。 

 

（実績報告） 

第９条 助成対象者は、スポーツ合宿等が終了したときは、その日から起算して３０日以内又は

当該年度の３月３１日のいずれか早い期日までに、次に掲げる書類を市長に提出しなければな

らない。 

（１）スポーツ合宿実績報告書（様式第４号） 

（２）その他市長が必要と認める書類 

 

（助成金の額の確定） 

第１０条 市長は、前条の規定により実績報告が行われた場合において、その内容を審査し、必

要に応じて行う検査の結果、適当であると認めたときは、交付すべき助成金の額を確定し、助

成金交付確定通知書（様式第５号）により助成対象者に通知する。 

 

（助成金の請求及び交付） 

第１１条 市長は、前条の規定による通知を受けた助成対象者から適正な助成金交付請求書（様

式第６号）の提出を受けたときは、速やかに助成対象者に助成金を交付するものとする。 

 

（助成金交付決定の取消） 

第１２条 市長は、助成対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付決定の全

部又は一部を取り消すことができる。 



（１）虚偽その他不正な手段により助成金の交付決定を受けたとき。 

（２）助成金を他の用途で使用したとき。 

（３）第７条第３項の規定により付された条件に違反したとき。 

（４）この要綱の規定に違反したとき。 

（５）その他市長が助成金を交付することが適当でないと認めたとき。 

２ 市長は、前項の規定により助成金の交付の決定を取り消した場合において、その取り消しに

係る部分に関し、既に助成金を交付しているときは、助成対象者に対し期限を定めてその返還

を命ずる。 

３ 前二項の規定は、第１０条の規定による助成金の額の確定があった後においても適用する。 

 

（事務の代行） 

第１３条 助成金の交付を受けようとする申請者は、第６条、第８条、第９条、第１１条に規定す

る申請等の手続きを、第三者に代行させることができる。 

２ 前項の手続きを代行する場合、申請者は別に定める委任状（様式第７号）を市長に提出しなけ

ればならない。 

 

（その他） 

第１４条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付について必要な事項は、市長が別に定める。 

 

附 則 

 この要綱は、平成 24年 5月 1日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成 26年 4月 1日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、令和 8年 4月 1日から施行する。 


